
４ 施策の評価指標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

多数傷病症に対応可能な 

スペースを有する災害拠 

点病院の割合 

９２．６％ 

（令和５年度） 

増加 

（令和１１年度） 

災害派遣医療チーム 

（ＤＭＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

（ＣＬＤＭＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

 

５１チーム 

３０３名 

（令和５年度） 

 

  １７チーム 

１５１名 

（令和５年度） 

 

 

６０チーム 

３６０名 

（令和１１年度） 

 

  ２７チーム 

２００名 

（令和１１年度） 

災害派遣精神医療チーム 

（ＤＰＡＴ） 

・チームの数 

・構成員の数 

 

 

 

３８チーム 

１７０名 

（令和５年度） 

 

 

５０チーム 

２８０名 

（令和１１年度） 

災害医療コーディネータ

ーの任命者数 

地域災害医療コーディネ

ーターの任命者数 

１３名 

（令和４年度） 

４８名 

（令和４年度） 

２７名 

（令和１１年度） 

増加 

（令和１１年度） 

医療施設（病院）の耐震

化率 

７９．７％ 

（令和４年度） 

増加 

（令和１１年度） 

浸水想定区域や津波災害

警戒区域に所在する病院

において浸水対策を講じ

ている災害拠点病院の割

合 

 

６６．６％ 

（令和５年度） 

 

１００％ 

（令和１１年度） 
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広域災害・救急医療情報

システム（EMIS）への登

録率 

１００％ 

（令和４年度） 

現状維持 

（令和１１年度） 

人工透析を必要とする慢

性病疾患患者を受け入れ

る体制のある災害拠点病

院の割合 

 

７４．０４％ 

（令和５年度） 

 

増加 

（令和１１年度） 

 
〔過程（プロセス）〕 

指  標  名 現状 目標 

被災した状況を想定した災

害実働訓練を実施した病院

の割合 

３２．０７％ 

（令和５年度） 

増加 

（令和１１年度） 
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図表 5-1-2-7-1 千葉県内の災害拠点病院 
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図表 5-1-2-7-2 医療救護活動の体系図 
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（８）新興感染症発生・まん延時における医療 

 

（ア）施策の現状・課題 

 

〔総論〕 

令和２年１月に国内で初めて発生した新型コロナウイルス感染症では、令和５年５

月８日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法

律第１１４号。以下、「感染症法」という。）」上の位置づけが、季節性インフルエンザ

等と同様の五類感染症に移行するまでの間に、県内で１，４７８，２４３人の患者等

が発生し、新型コロナウイルス感染症の療養中等に死亡した患者等も３，９４４人と

なりました。また、令和４年７月２８日には、一日当たりの新規感染者数としては最

も多い１１，７７４人の患者等が発生するなど、未曽有の感染拡大となりました。 

感染の急拡大の局面においては、急速な医療ニーズの増大に直面し、発熱外来・病

床、医療人材等が不足するなど、様々な課題が生じましたが、県では、「保健・医療提

供体制確保計画」等を策定し、一般医療機関に病床の確保を求めるとともに、医師会

と連携して発熱患者への対応を依頼し発熱外来を一定数増やすことなどにより、医療

体制を確保してきました。 

 現在では、新型コロナウイルス感染症は五類感染症に移行しましたが、新型コロナ

ウイルス感染症と同等の感染症の発生を念頭に、当該対応での最大規模の体制を目指

して、平時から新興感染症（「そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を

与えるおそれがある感染症（感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等

感染症、同条第８項に規定する指定感染症及び同条第９項に規定する新感染症）」を

いう。以下、同じ。）の発生・まん延時における医療体制を千葉県感染症予防計画に沿

って、構築していく必要があります。 

 

〔新型コロナウイルス感染症の医療体制における各期の主な課題〕 

【第１期：令和元年１２月～令和２年５月（国内発生～１回目の緊急事態宣言終了）】 

・  感染症患者の専用病床を有する感染症指定医療機関での入院を調整していたも

のの、感染者数の増加等により病床が不足し、感染管理を講じた一般病床に入院す

る事例が徐々に生じました。 

・  感染拡大により、令和２年４月頃から衛生研究所等、保健所、既存の医療機関だ

けでは検査需要に対応できなくなったため、新たな検査拠点の設置が必要となりま

した。 

【第２期：令和２年６月～令和３年３月（２回目の緊急事態宣言終了まで）】 

・  高齢者で看護度の高い入院患者が多く、医療機関では通常よりも患者１人に対

する看護師の数が多く必要となりました。その結果、医療機関では確保した重症

病床を十分に活用できず、保健所では重症者をすぐに入院させることができませ

んでした。 
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【第３期：令和３年４月～令和３年１０月（アルファ株からデルタ株への対応）】 

・  病床確保について、協力が得られない医療機関もあり、確保を進めた一部の医療

機関に負担が集中することとなりました。 

【第４期：令和３年１１月～令和４年６月（オミクロン株への対応）】 

・  病床使用率が高い状況で推移する中、長期入院者が一定数いたことから、後方支

援医療機関等への転院・転床について更なる拡充、強化が必要となりました。 

・  また、ワクチン接種の進展やオミクロン株の特性等により、令和３年８月にピー

クを迎えた感染拡大等と比較すると重症化する方が少なく、重症病床の運用が円滑

に行われましたが、一方で、感染者数自体が急激に増加したため、一般救急がひっ

迫しました。 

【第５期：令和４年７月～令和５年１月（オミクロン株ＢＡ．５への対応から感染症

法上の位置づけ見直しの方針が示される前まで）】 

・  発熱外来への支援を通じ、年末年始に外来診療を行う発熱外来の数が昨年の約

２倍となるなど、発熱外来の指定数・公表数を増やすことができたものの、全国と

比較すると確保不足が否めない状況でした。 

 

図表 5-1-2-8-1 本県における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の推移 

（感染症法上の位置づけが五類感染症に移行するまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔検査体制〕 

衛生研究所等や保健所は、役割分担のうえ、連携して病原体等の検査に取り組んで

います。 

衛生研究所等や保健所が十分な試験検査機能を発揮できるよう、人員確保・人材育

成及び施設・設備等の体制整備等を行っています。 
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〔感染症指定医療機関の指定〕 

新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等

感染症の患者の入院を担当する医療機関として、国が特定感染症指定医療機関を１箇

所（成田赤十字病院）指定しています。 

また、県では成田国際空港等を抱える特性を踏まえ、主として一類感染症の患者の

入院を担当し、これと併せて二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入

院を担当する医療機関として、第一種感染症指定医療機関を２箇所（成田赤十字病院・

国際医療福祉大学成田病院）指定しています。 

加えて、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当する医療

機関として、二次保健医療圏の人口等を勘案して、必要と認める医療機関及び病床数

を確保できるよう、第二種感染症指定医療機関を１１箇所指定しています。 

    

〔感染症の患者の移送のための体制〕 

感染症法に基づく患者の移送は、保健所又は業務を委託した事業者が行っています。 

 

〔入院調整体制〕 

感染症法に基づく入院勧告等が行われた患者については、原則、患者が現に所在し

ている保健所において、管内医療機関に入院調整を行います。 

ただし、管内医療機関での調整が困難で、他の保健所管内の医療機関に調整する場

合は、県型保健所間においては当該保健所で連携して対応しています。また、管外医

療機関の調整に当たり、他自治体への広域調整が必要な場合は、保健所と本庁間で連

携して対応しています。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症対応において、本体制では十分ではなかったた

め、広域的な医療調整本部を本庁に設置しており、こうしたことも参考にして準備を

進めることが必要です。 
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（イ）循環型地域医療連携システムの構築 

 

新興感染症が発生・まん延した際に、速やかに外来診療、入院医療、自宅療養者等

への医療の提供などを行うためには、保健所等の行政機関、医療機関、薬局、訪問看

護ステーション等が有機的に連携して対応することが必要です。このため、平時から

それぞれに求められる医療機能に応じた協定を締結すること等により、循環型地域医

療連携システムを構築していきます。 

 また、感染症指定医療機関（特定・第一種・第二種感染症指定医療機関）と協定を

締結した医療機関等とが、時期や役割に応じて、新興感染症発生から一連の対応を行

います。 

 

〔新興感染症発生・まん延時における医療体制に求められる医療機能〕 

① 病床確保 

感染症法第３６条の２第１項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等

公表期間（以下、「公表期間」という。）に新興感染症患者を入院させ、必要な医療

を提供します。 

② 発熱外来 

公表期間に新興感染症の疑似症患者等の検査・診療を行います。 

③ 自宅療養者等への医療提供 

公表期間に自宅・宿泊施設・高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し、往

診やオンライン診療、訪問看護や医薬品対応等の医療を提供します。 

④ 後方支援 

公表期間に通常医療の確保のため、特に流行初期の新興感染症患者以外の患者の

受入や新興感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入を行います。 

⑤ 医療人材派遣 

公表期間に新興感染症に対応する医療従事者等を確保し、医療機関その他の機関

に派遣します。 
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〔新興感染症発生からの一連の対応〕 

【発生早期】 

＜新興感染症発生から感染症法に基づく厚生労働大臣による発生の公表（以下、「発生の公表」という。）前まで＞ 

・ 感染症指定医療機関（特定・第一種・第二種感染症指定医療機関）の感染症病床を

中心に対応します。 

・ 当該医療機関は、新興感染症についての知見の収集及び分析を行うとともに、国、 

県等へ情報提供を行います。 

【流行初期】 

＜発生の公表後の流行初期の一定期間（３か月を基本として必要最小限の期間を想定）＞  

・ まずは、発生早期から対応実績のある感染症指定医療機関（特定・第一種・第二種

感染症指定医療機関）が、流行初期医療確保措置（＊）の対象となる医療措置協定

に基づく対応も含め、引き続き対応を行います。 

・ 国が、当該医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、国内外の最新の知見 

について、県及びその他医療機関に情報提供した上で、知事による判断を契機とし

て、同協定を締結したその他の医療機関も中心に対応していきます。 

【流行初期以降】 

＜流行初期の一定期間経過後の３か月程度（発生の公表後６か月程度）＞ 

・ 流行初期に対応した医療機関に加え、順次速やかに、全ての協定締結医療機関で対 

応していきます。 

 

＊流行初期医療確保措置： 

協定に基づく対応により経営の自律性を制限して、流行初期に感染症医療を

行う協定締結医療機関に対して、感染症医療を行った月の診療報酬収入が、流

行前の同月の診療報酬収入を下回った場合に、その差額を支払う措置。 

 

図表 5-1-2-8-2 新興感染症発生からの一連の対応 
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図表 5-1-2-8-3 新興感染症対応体制のイメージ図 
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（ウ）施策の具体的展開 

 

〔検査体制の整備〕 

〇 衛生研究所等は、新興感染症の発生初期において検査を担うことを想定し、平時

からの研修や実践的な訓練の実施、検査機器等の設備の整備、検査試薬等の物品の

確保等を通じ、自らの試験検査機能の向上に努めるとともに、地域の検査機関の資

質の向上と精度管理に向けて、積極的な情報の収集及び提供や、技術的指導を行い、

質の向上を図ります。 

〇 新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、知事等と民

間検査機関又は医療機関との検査措置協定等により、平時から計画的に準備を行な

います。 

 

〔新興感染症に係る医療機関等との協定の締結〕 

〇 全国的かつ急速なまん延が想定される新興感染症については、入院患者数及び外

来受診者の急増が想定されることから、県は、平時から、感染症法に基づき締結す

る医療措置協定等により、当該感染症の患者の入院体制及び外来体制や、当該感染

症の後方支援体制を迅速に確保できるように取り組みます。 

・第一種協定指定医療機関（病床の確保）： 

公表期間に新興感染症の入院を担当する医療機関と平時に医療措置協定

を締結し、第一種協定指定医療機関に指定します。 

なお、新興感染症が発生した際、流行初期の段階から入院対応を行う旨の

医療措置協定を締結し、知事が定めた基準を満たし、実際に対応した医療機

関については、流行初期医療確保措置の対象とします。 

・第二種協定指定医療機関（発熱外来）： 

公表期間に新興感染症の発熱外来を担当する医療機関と平時に医療措置

協定を締結し、第二種協定指定医療機関に指定します。 

なお、新興感染症が発生した際、流行初期の段階から発熱外来対応を行う

旨の医療措置協定を締結し、知事が定めた基準を満たし、実際に対応した医

療機関については、流行初期医療確保措置の対象とします。 

・第二種協定指定医療機関（自宅療養者等への医療提供）： 

公表期間に新興感染症の自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機

関、薬局、訪問看護ステーションと平時に医療措置協定を締結し、第二種協

定指定医療機関に指定します。 

・協定締結医療機関（後方支援）： 

     公表期間に第一種協定指定医療機関又は第二種協定指定医療機関に代わ

って患者を受け入れる医療機関と平時に医療措置協定を締結します。 

・協定締結医療機関（医療人材派遣）： 

公表期間に感染症医療担当従事者等を派遣する医療機関と平時に医療措

置協定を締結します。 

なお、医療機関との間であらかじめ災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害
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派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）及び災害支援ナースの派遣に係る協定を締

結し、感染症のまん延時に協力を得られる体制を整備します。 

〇 協定締結医療機関については、県ホームページに掲載します。 

 

〔配慮が必要な患者への医療体制の整備〕 

〇 県は、各地域の実情に応じて、特に配慮が必要な患者（精神疾患を有する患者、

妊産婦、小児、透析患者、障害者児、高齢者、認知症である者、がん患者、外国人

等）を受け入れる病床の確保を行っていきます。 

 

〔感染症の患者の移送のための体制の整備〕  

〇 感染症の患者の移送について、平時から保健所及び本庁部門で連携し、役割分担、

人員体制の整備を図っていきます。 

〇 千葉県感染症対策連携協議会（以下、「連携協議会」という。）等を通じ、消防機

関と連携し、感染症の患者の病状を踏まえた移送の対象及び感染症の特性を踏まえ

た安全な移送体制の確保について、地域の救急搬送体制の確保の観点にも十分留意

して役割分担等を協議し必要な協定を締結していきます。 

〇 民間救急等との役割分担をあらかじめ決め、引き続き、平時から委託契約を締結

していきます。 

 

〔外出自粛対象者の療養生活の環境整備〕 

〇 医療機関、医師会、薬剤師会、看護協会や民間事業者への委託等や市町村（保健

所設置市等を除く。以下、同じ。）の協力を活用しつつ新型インフルエンザ等感染症

又は新感染症の外出自粛対象者（外出自粛に係る法の規定が適用される指定感染症

にあっては、当該感染症の外出自粛対象者。以下、「外出自粛対象者」という。）の

健康観察の体制を確保します。 

〇 外出自粛対象者が外出しなくとも生活できるようにするため、市町村の協力や民

間事業者への委託を活用しつつ、食料品等の生活必需品等を支給するなどの支援を

行うとともに、自宅療養時においても、薬物療法を適切に受けられるように必要な

医薬品を支給できる体制を確保していきます。 

〇 健康観察や生活支援等を効率的に行うため、ＩＣＴを積極的に活用していきます。 

 

〔入院調整体制の整備〕 

〇 新興感染症発生・まん延時において、県が確保した病床に円滑に患者が入院でき

るようにするため、連携協議会等を活用し、保健所や医療機関、高齢者施設等との

連携強化を図ります。 

〇 県は、保健所設置市に対する平時からの体制整備等に係る総合調整権限や、公表

期間の指示権限を適切に行使しながら、入院調整本部の設置、災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）等との連携、医療ＤＸの推進によるＩＣＴの活用及び民間事業者等へ
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の委託などにより、円滑な入院調整体制の構築、実施を図っていきます。 

 

〔個人防護具等の確保等〕 

〇 新興感染症のパンデミック時に、地域におけるその予防又は治療に必要な医薬品

等の供給及び流通を適確に行うため、必要な医薬品等の確保に努め、新興感染症に

対応する医療機関及び薬局等が、必要に応じて使用できるようにします。 

〇 医療機関と平時に法に基づき医療措置協定を締結するに当たっては、診療等の際

に用いる個人防護具の備蓄を求めておくことにより、個人防護具の備蓄の実施が医

療措置協定に適切に位置づけられるように努めます。 

 

〔医療従事者等への研修・訓練の実施〕 

〇 第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関を含む感染症指定医療機

関の医療従事者等が新興感染症の対応に係る研修・訓練を受けることができるよう、

必要な研修・訓練を実施します。 

 

 

  

-203-



 

 

（エ）他の疾病・医療との関連 

  新興感染症発生・まん延時においても、感染症以外の患者も含めて切れ目のない

医療体制を整備する必要があることから、医療措置協定の締結などにより新興感染

症に対する医療体制を構築しつつ、新興感染症以外の医療の確保も目指します。ま

た、疾病や医療の状況に応じて、以下の施策・取組を推進します。 

 

〔精神疾患〕 

〇 新興感染症等を含む身体合併症を有する精神疾患救急患者については、「身体疾

患合併症対応協力病院運営要領」を基に、引き続き協力病院の拡充に努めます。 

  また、身体・精神科合併救急患者等に対し、迅速かつ適切な医療を提供する機

能を有する総合救急災害医療センターとの連携を進めます。 

 

〔救急医療〕 

〇 感染症発生・まん延時の救急外来需要急増に対応するために、平時から救急安心

電話相談など病院前救護体制や、オンライン診療体制の充実に努めます。 

 

〔災害時における医療〕 

〇 感染症発生・まん延時においては、災害急性期（概ね発災後４８時間）の医療救

護活動を開始できる「災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）」が、都道府県庁や医療施設

等において、本部活動や医療活動等を行える体制の整備に努めます。 

 

〔周産期医療〕 

〇 感染症発生・まん延時においては、「妊産婦入院調整業務支援システム」を活用す

るなどして、感染症に罹患したハイリスク妊婦等を迅速に搬送できる体制の整備に

努めます。 

 

〔小児医療〕 

〇 感染症発生・まん延時の小児救急外来需要急増に対応するために、平時から小児

救急電話相談など病院前救護体制の充実に努めます。 

 

〔その他の疾病〕 

〇 がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、認知症などの疾病について、

感染症発生・まん延時においても、地域において必要な医療を確保できるよう、医

療機関の役割分担及び連携の促進などにより体制の整備に努めます。 
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（オ）評価指標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

指  標  名 現状（令和６年度） 目標（令和１１年度） 

病床 
・各協定締結医療機関（入院）に 
おける確保可能病床数 
（流行初期） 
 

・各協定締結医療機関（入院）に 
おける確保可能病床数 
（流行初期以降） 

 

発熱外来 
・各協定締結医療機関（発熱外 
来）の機関数（流行初期） 

  
 ・各協定締結医療機関（発熱外 

来）の機関数（流行初期以降） 
 

自宅療養者への医療の提供 
・自宅・宿泊療養施設・高齢者施 
設での療養者等へ医療を提供 
する機関数（流行初期以降） 
 
 

後方支援 
・後方支援の協定を締結する医 
 療機関数（流行初期以降） 

 
 
医療人材の確保人数 
 ・派遣可能な人数（流行初期以降） 
 
 
 
個人防護具の備蓄を十分に行う 
医療機関の数 
・協定締結医療機関（病院・診療
所・訪問看護ステーション）の
うち、当該施設の使用量２カ月
分以上にあたる個人防護具の
備蓄を行う機関の割合 

 
－ 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
－ 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
－ 
 
 

 
 

 
       ６４０床 
 
 
 
    １，４００床 

 
 
 
 
 

       ４６０機関 
 
 

   １，５００機関 
 
 
 
 

２，８４０機関 
【内数】 
病院         ８０機関 
診療所       ８８０機関 
訪問看護ステーション２６０機関 
薬局      １，６２０機関 

 
１３０機関 

 
 
 
 

１５０人 
【内数】 
 医師          ５０人 
 看護師        １００人 
 
 

８割以上 

 

〔過程（プロセス）〕 

指  標  名 現状（令和６年度） 目標（令和１１年度） 

医療従事者等の研修・訓練回数 
・協定締結医療機関（人材派遣）
において年１回以上研修及び
訓練の実施又は参加した割合 

－              １０割 
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図表 5-1-2-8-4 県内の感染症指定医療機関 

            （特定・第一種・第二種感染症指定医療機関） 

 

成田赤十字病院  

いすみ医療センター 

千葉大医学部附属病院 

南房総市富山国保病院 

国保直営総合病院 

君津中央病院 

独立行政法人地域医療機能 

推進機構船橋中央病院  

国保旭中央病院 

松戸市立総合医療センター 

髙根病院 

特定感染症指定医療機関 

 

第一種感染症指定医療機関 

 

第二種感染症指定医療機関 

 

東京ベイ浦安市川医療センター 

千葉市立青葉病院 

● 

〇 

★２床 
〇１床 
●４床（印旛） 

国際医療福祉大学成田病院  

〇１床 

●６床（香取海匝） 

●４床（山武長生夷隅） 

●４床（山武長生夷隅） 

●４床（安房） 

●６床（君津） 

●６床（千葉） 

●１床（千葉） 
●４床（市原） 

●４床（東葛南部） 

●４床（東葛南部） 

●８床（東葛北部） 
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（９）周産期医療 

１ 施策の現状・課題 

（１）本県における出産の状況 

全国的に少子高齢化が急速に進行する中で、子どもを安心して産み、育てる環境づ

くりを整備することが求められています。 

本県の出産の状況としては、出産年齢が３５歳以上の割合は、平成２８年に２９．

９％であったものが、令和３年には３０．９％と上昇しています。また、１０万あた

り妊産婦死亡率＊も平成２８年に４．３（全国３．４）であったものが、令和２年に

は９．８（全国２．７）と高く、リスクを伴う出産が増加していることが想定され、

周産期医療＊の更なる充実が求められています。 

千葉県における出生数は、減少傾向にあります。１５～４９歳女子人口は、今後減

少が続くとともに、その減少率には地域差があると見込まれます。 

令和３年８月に新型コロナウイルス感染の影響を受け、妊産婦の自宅早産、新生児
＊死亡があったことから、周産期関係者と検討を重ね、ハイリスク妊産婦の情報を共

有し、迅速に入院決定するために妊産婦入院調整業務支援システム＊を導入・運用し

ています。 

図表 5-1-2-8-1 出生数と母の年齢が３５歳以上の出生数の割合の推移（千葉県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-1-2-8-2 年次別妊産婦死亡率（出産 10 万対） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：人口動態統計） 
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H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

全 国 千葉県
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出生数（人） 母の年齢が35歳以上の出生数の割合
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（２）周産期医療資源の状況 

県では、それぞれの二次保健医療圏内で診療や治療等が受けられるよう医療体制の

整備を図っており、対応できない地域では隣接する地域の医療機関と連携しています。 

なお、隣接する二次保健医療圏で対応しきれない症例等については、都道府県を単

位とした三次保健医療圏で受け入れを行っています。 

一方、ＮＩＣＵ＊等の医療設備については、出生１万対３０床を基本としています

が、平成２９年の１３２床から、令和４年では１４７床へ増加しています。県内全体

でのＮＩＣＵ＊病床数の確保はできていますが、地域での偏在があります。 

また、県では、分娩施設がない地域もあり、出生数の減少から、分娩施設のさらな

る減少が考えられます。妊婦が安心して受診し分娩できる支援について検討していく

必要があります。 

 

図表 5-1-2-8-3 ＮＩＣＵ病床数及び必要病床数 

医療圏 出生数（R3） NICU 病床数(R4) 

（診療報酬加算対象） 

必要病床数 

（出生１万あたり３０床） 

千葉 5,940 45 17.8 

東葛南部 12,081 45 36.2 

東葛北部 9,675 15 29.0 

印旛 4,086 15 12.3 

香取海匝 1,034 9 3.1 

安房 474 9 1.4 

君津 1,984 9 6.0 

市原 1,473 0 4.4 

山武長生夷隅 1,679 0 5.0 

合計 38,426 147 115 

  

〔周産期医療従事者の状況〕 

本県の周産期医療従事者については、産科・産婦人科医師数（１５～４９歳女子人

口１０万対）は、令和２年で３５．６人、就業助産師数（出生千対）は、令和２年で

３９．４人であり、全国平均（それぞれ４６．７人及び４５．１人）と比べ大きく下

回っています。 

さらに、ＮＩＣＵ＊に勤務する医師数も全国平均を大きく下回っているという指摘

もあり、周産期医療従事者の確保は、重要な課題の１つとなっています。 

また、令和６年度から適用される医師の時間外労働時間の上限規制＊により、周産

期医療体制に影響が出る可能性があり、病院、有床診療所、無床診療所、助産所等の

役割分担や効率的な医療提供体制整備について検討していくこと、医師及び特定行為

研修＊を受けた看護師や専門看護師＊、認定看護師＊、アドバンス助産師＊等とのタス

クシェア＊を進めることが必要です。 

 

（３）周産期医療連携の状況 

県では、特に、リスクが高く緊急性のある分娩に対応するため、平成１９年１０月

から総合及び地域周産期母子医療センター＊並びに母体搬送ネットワーク連携病院＊

からなる「母体搬送ネットワーク」を整備し、妊産婦の症例等を考慮しつつ、迅速に

対応する医療体制を構築しています。 

 

〔周産期母子医療センター及び母体搬送ネットワーク連携病院〕 
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県は、分娩リスクの高い妊娠や高度な新生児＊医療等に対応できる医療施設として、

周産期母子医療センター＊を指定・認定しています。 

総合周産期母子医療センター＊は、相当規模のＭＦＩＣＵ＊を含む産科病棟及びＮ

ＩＣＵ＊を含む新生児＊病棟を備え、常時の母体及び新生児＊搬送受入体制を有し、合

併症妊娠(重症妊娠高血圧症候群、切迫早産等)、胎児・新生児＊異常（超低出生体重

児＊、先天性異常児等）等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、高度

な新生児＊医療等の周産期医療＊を行う施設であり、３施設を指定しています。 

地域周産期母子医療センター＊は、産科及び小児科（新生児＊医療を担当するもの）

等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設であり、

９施設を認定しています。 

その他、これらのセンターと連携している母体搬送ネットワーク連携病院＊が５病

院あります。 

 

〔母体搬送コーディネーター〕 

総合周産期母子医療センター＊である亀田総合病院（平成２０年６月から開始）及

び東京女子医科大学附属八千代医療センター（平成２３年４月から開始）の２病院に

母体搬送コーディネーター＊を配置しています。母体搬送コーディネーター＊は、２４

時間３６５日を通して、母体搬送に係るネットワーク病院の担当医師の存否、緊急手

術等の対応の可否、空き病床＊の有無等の情報をあらかじめ把握し、症例に応じて医

療機関の間で母体の受け入れ先を調整するなど、周産期医療情報センターの役割も担

っており、円滑な母体搬送をサポートしています。また、母体搬送の件数や症例等の

実態を捕捉し分析するなど、より効果的な母体の搬送に向けて取り組んでいます。 

しかし、母体搬送コーディネーター＊及び受託医療機関への負担が大きい現状があ

り、さらに医師の時間外上限規制への影響を受けることが予測されるため、母体搬送

コーディネーター＊の配置や運用方法の見直しについて検討を進める必要があります。 

また、新生児＊専門医を有する医療機関が少ない一方、最近、低出生体重児＊等のリ

スクを伴う分娩が増加傾向にあることから、ＮＩＣＵ＊での治療や新生児＊搬送など

の充実が求められており、新生児＊部門における効果的なネットワークの構築も必要

となってきています。 

 

〔妊産婦入院調整業務支援システム〕 

これまで、搬送時の判断材料とするため、「ちば救急医療ネット」を使用しＮＩＣ

Ｕ＊の空床状況等の情報を更新していましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大を契機に、総合及び地域周産期母子医療センター＊並びに母体搬送ネットワーク連

携病院＊に対し、搬送受入れの可否について一斉に照会をかけ、回答を集計できる「妊

産婦入院調整業務支援システム＊」を導入・運用しています。 

 

〔その他の医療連携〕 

分娩リスクの有無や分娩の多様化に対応できるよう、病院、有床診療所、無床診療

及び助産所が、それぞれの役割に応じた対応を図るとともに、連携を強化する必要が

あります。妊婦健康診査は診療所や助産所で行い、分娩の際は、診療所等と連携する

拠点病院において、オープンシステム＊やセミオープンシステム＊が整備されている

医療機関があります。また、院内助産所＊及び助産師外来＊を整備している医療機関も

あります。 

周産期医療＊において、妊婦が心筋梗塞＊や脳卒中＊等の産科領域以外の合併症等を

併発した場合に、救命救急センターとの連携が必要となることから、県内では、周産

-209-



 
 

期母子医療センター＊等との併設を推進しています。 

出生後の乳児等への医療については、症例に応じた適切な医療を提供する必要があ

ることから、全県（複数圏域）対応型小児医療連携拠点病院＊である千葉県こども病

院をはじめとして、令和５年度に設置した小児医療協議会と連携し、課題を共有して

いきます。 

 

〔周産期医療における災害対策〕 

東日本大震災をまとめた報告書から、小児・周産期医療と災害医療との連携の必要

性が指摘されており、大規模災害に備えて、災害時においても周産期医療＊体制を維

持できるよう整備していく必要があります。 

千葉県では、災害時に小児・周産期医療に係る保健活動の総合調整を適切かつ円滑

に行えるよう、災害医療本部において、被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活

動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を行う災害医療コーディネーター＊をサポ

ートする目的として、令和４年６月１日付けで１２名の「災害時小児周産期リエゾン
＊」を任命しています。 

 

〔ＮＩＣＵ長期入院児等の自宅退院後のレスパイト支援〕 

 ＮＩＣＵ＊等に長期入院し、その後在宅に移行した小児等を、保護者の要請に応じ

て、一時的に受け入れ、人工呼吸器管理・栄養管理等を含むリハビリテーションを行

う医療機関に対し補助を行い、レスパイト＊等の支援に対する体制の整備を行ってい

ます。 

  

 

２ 循環型地域医療連携システムの構築 
周産期医療＊の循環型地域医療連携システムでは、まず妊婦健診を経て、助産所や

病院・診療所で受診することとなります。通常分娩の場合は、助産所や病院・診療所

で出産し、ハイリスク妊婦の場合は、地域周産期母子医療センター＊及び母体搬送ネ

ットワーク連携病院＊の間で速やかに搬送できるよう役割分担を明確化しています。 

地域周産期母子医療センター＊及び母体搬送ネットワーク連携病院＊で対応困難な

症例（重症な新生児＊を含む。）については、総合周産期母子医療センター＊（全県（複

数圏域）対応型周産期医療連携拠点病院＊）で、受け入れを行います。 

妊婦の搬送については、分娩リスクが伴う場合においても対応できるよう、平成 

１９年１０月に総合周産期母子医療センター＊などを中心とした母体搬送ネットワー

ク体制を整備し、ネットワークに参加する病院で速やかに対応できるよう取り組んで

います。また、東京都との間において、県域を越えた搬送体制の整備を進めています。 

総合周産期母子医療センター＊や地域周産期母子医療センター＊などの中核病院と

地域の病院・診療所及び助産所において、機能分担と連携を図る「周産期医療の循環

型地域医療連携システム」の構築に向け、引き続き取り組んでいきます。 
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３ 施策の具体的展開 

（１）周産期医療体制の整備推進 

〔周産期医療従事者の人材確保と育成〕 

○ 県では、周産期医療＊に携わる人材が不足していることから、産科医師、新生児
＊医療担当医師、看護師及び助産師それぞれの人数を確保する事業や育成を実施す

るとともに、周産期医療＊に関わる麻酔科医や臨床心理士等、その他のスタッフに

ついても、併せて整備を推進します。 

〔周産期母子医療センターの整備〕 

○ 県では、現在、総合周産期母子医療センター＊を３施設指定し、地域周産期母子

医療センター＊を９施設認定しています。 

周産期医療＊従事者は少なく、医師の時間外労働時間の上限規制＊による影響を受

けることが予測されるため、周産期母子医療センター＊と会議を開催しながら、医

療機関の役割分担や効率的な医療提供体制整備について検討していくとともに、人

口、出生数、地勢、交通事情や病床配分等の特性を踏まえて、更なる指定や認定に

ついて検討します。 

〔周産期母子医療センターの支援〕 

○ 周産期母子医療センター＊は、高度な医療を必要とする施設であり、その運営に

費用がかかるとともに、地域によってはＮＩＣＵ＊が不足している状況にあること

から、周産期母子医療センター＊の運営費に対して支援を行います。 

〔ＮＩＣＵの整備〕 

○ 「周産期医療＊の体制構築に係る指針」に基づき、ＮＩＣＵ＊の整備を促進します。 

〔ＮＩＣＵ長期入院児等の自宅退院後のレスパイト支援〕 

○ 在宅に移行したＮＩＣＵ＊等に長期入院していた小児等を、保護者の要請に応じ

て、一時的に受け入れる医療機関に対し補助を行い、レスパイト＊等の支援に対す

る体制の整備を行っています。 

 

（２）周産期医療連携の推進 

〔母体搬送コーディネーターの運用方法の検討〕 

○ 母体搬送コーディネーター＊及び受託医療機関への負担が大きい現状や、医師の

時間外上限規制への影響を受けることが予測されることを踏まえ、母体搬送コーデ

ィネーター＊の効果的な配置や運用方法について検討を進めていきます。 

〔ハイリスク妊産婦等を対象とした周産期搬送体制の整備〕 

〇 「妊産婦入院調整業務支援システム＊」を活用し、より迅速かつ円滑な搬送先決

定、正確な情報の収集、集積、解析を行います。また、新生児＊搬送についても、

ネットワークの構築に向けた検討を行います。さらに県域を越えた搬送体制につい

ても、未整備の県との連携を検討します。 

〔周産期医療連携体制の整備〕 
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○ 周産期医療＊において、妊婦が心筋梗塞＊や脳卒中＊等の産科領域以外の合併症等

を併発した場合に、救命救急センターとの連携が必要となることから、県内では、

周産期母子医療センター＊等との併設を推進するとともに、地域の救命救急センタ

ー及び救急基幹センターと緊密な連携を図ります。また、総合周産期母子医療セン

ター＊においては、精神疾患を合併する妊産婦への対応可能な体制を整えていきま

す。 

○ 出生後の乳児等への医療については、症例に応じた適切な医療を提供する必要が

あることから、全県（複数圏域）対応型小児医療連携拠点病院＊である千葉県こど

も病院をはじめとして、小児中核病院等と連携した体制の整備に努めます。 

  また、円滑に患者を小児医療へと繋げる観点から、小児医療協議会と連携を行い

課題の共有に努めます。 

○ 医師の働き方改革を踏まえ、病院や有床・無床診療所及び助産所等、施設間にお

ける役割分担や、医師及び特定行為研修＊を受けた看護師や専門看護師＊、認定看護

師＊、アドバンス助産師＊等とのタスクシェア＊に応じた取組みを促進するため、院

内助産所＊や助産師外来＊、オープンシステム＊･セミオープンシステム＊等の導入に

ついて、設置のニーズや地域の実情等に応じた整備を推進します。 

〔災害時における周産期医療体制〕 

○ 災害時小児周産期リエゾン＊等を災害医療本部に配置する等、災害時の医療体制

について強化を図ります。 

○ 周産期医療従事者に対し、災害時対応に必要な専門的・基礎的知識及び技術等の

研修を行い、災害時小児周産期リエゾン＊を担う人材を養成します。 

 

 

４ 施策の評価指標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

指  標  名 現状 目標 

分娩千件当たり分娩取扱医師数 
９．５人 

（令和２年度） 

増加 

（令和８年度） 

就業助産師数（出生千対） 
３９．４人 

（令和２年） 

４８．０ 

（令和１０年） 

アドバンス助産師＊数 
２８２人 

（令和５年度） 

増加 

（令和１１年度） 

新生児集中ケア認定看護師＊数 
１７人 

（令和４年度） 

増加 

（令和１１年度） 
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分娩実施施設数（１５～４９歳

女子人口１０万対） 

７箇所 

（令和２年度） 

７箇所 

（令和１１年） 

周産期母子医療センターの数 
１２箇所 

(令和５年度) 

１３箇所 

（令和１１年度） 

ＮＩＣＵ＊整備数 

※診療報酬対象 

１４７床 

（令和４年度） 

１５１床 

（令和１１年度） 

搬送コーディネート件数におけ

る妊産婦入院調整業務支援シス

テム＊の利用割合 

９１．７％ 

（令和４年度） 

１００％ 

（令和１１年度） 

災害時小児周産期リエゾン＊任

命者数 

１２人 

（令和４年度） 

４７人 

（令和１１年度） 

 
 

〔過程（プロセス）〕 

指  標  名 現状 目標 

産後訪問指導を受けた割合 
４２．５％ 

（令和３年） 

４５．０％ 

（令和１１年） 

分娩数に対する病院間搬送件数

の割合（分娩数千対） 

２５．１％ 

（令和３年） 

減少 

（令和１１年） 

 
〔成果（アウトカム）〕 

指  標  名 現状 目標 

妊産婦死亡率＊（出産１０万対） 
９．８人 

（令和２年） 

２．７人 

（令和１１年） 

新生児死亡率＊（出生千対） 
０．８人 

（令和３年） 

０．６人 

（令和１１年） 

周産期死亡率＊ 

 ・後期死産率（出生千対） 

 ・早期新生児死亡率 

（出生千対） 

 

２．７人 

０．６人 

（令和３年） 

 

２．０人 

０．５人 

（令和１１年） 
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図表 5-1-2-8-4 千葉県内の周産期母子医療センター及び母体搬送ネットワーク連携病院 
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（１０）小児医療（小児救急医療を含む） 

１ 施策の現状・課題 

（１）本県における小児医療の状況 

我が国は、新生児死亡率＊が世界一低い一方で、０歳から４歳の乳幼児の死亡率＊は

相対的に高い傾向にあります。千葉県でも、乳幼児死亡率は千対で０．５人（全国平

均：０．４４人）、乳児死亡率は＊２．１人（全国平均１．７人）となっており、小児

救急患者の救命率向上が求められています。 

 

（２）小児医療資源の状況 

令和２年現在、本県における小児医療従事医師数は７０３人であり、増加傾向で

あるものの、小児人口１０万対で９５．５人と、全国平均１１９．７人を大きく下

回っています。また、県全体の小児科医数が不足しているばかりでなく、地域によ

る小児科医の偏在がみられます。 

また、令和５年度現在、一般病院のうち、小児科を標榜する病院が１１８病院、小

児外科を標榜する病院は２３病院となっており、病院数は横ばいです。 

一方で千葉県小児科医会の調査によると、小児の病床数は平成２８年度に９４８床

であったのに対し、令和５年度には８８２床となっており、大幅に減少しています。 

小児科医の不足や地域偏在などにより、一部地域では小児救急医療体制の確保が困

難な状態です。限られた医療資源を有効に活用し、重症度に応じた救急医療体制の整

備や、小児医療、特に新生児医療に携わる医師の働き方改革を進めつつ、地域におけ

る小児医療の維持・確保等、適切な医療提供体制を整備する必要があります。 

 

図表 5-1-2-10-1 小児科医師数等の推移（千葉県） 

 

資料：医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 
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（３）小児医療体制の整備 

［小児救急電話相談事業］ 

少子化や核家族化の進行、共働き家庭の増加など、子どもを巡る家庭環境の変化や

小児患者が自分の症状を伝えられない場合が多いこと、保護者の小児科専門医志向、

疾病に対する知識不足などから、救急搬送患者数に占める軽症患者の割合は、０歳か

ら１４歳の患者の場合、７０％と高くなっています。 

本来の救急患者の診療に支障をきたすこともあることから、救急医療の適正な利用

を促進するため、平成１７年度から夜間における小児救急電話相談＊（＃８０００）  

事業を実施しており、令和４年度は、４８，４３０件に対応しています。 

 

図表 5-1-2-10-2 小児救急電話相談件数の推移（千葉県） 

 

資料：小児救急電話相談件数（県医療整備課） 
 

［小児初期救急医療］ 

小児救急患者については、その症状に応じて初期から三次までの救急医療体制に 

対応する施設で受け入れています。小児初期救急医療については、在宅当番医制（１

３地区）及び夜間休日急病診療所（２０か所）で対応しています。 

しかし、軽症外傷等に対応可能な医療機関や深夜帯に診療可能な医療機関が少ない

ことから体制の強化が求められています。 

 

［小児二次救急医療体制］ 

小児二次救急医療については、病院群による輪番制（６地区）や小児救急医療拠点

病院＊（３か所）により実施しています。 

 

［小児三次救急医療体制］ 

小児三次救急医療については、全県（複数圏域）対応型小児医療連携拠点病院＊で

ある千葉県こども病院、千葉大学医学部附属病院及び救命救急センター（千葉県総合

救急災害医療センターを除く）の計１５か所により実施しています。 

令和３年４月からは、東京女子医科大学附属八千代医療センターを、診療科領域を

件（相談件数） 

事業開始 
土日祝日 

19 時～22 時 

実施日拡大 
365 日 

時間延長 
19 時～6 時 
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問わず、全ての重篤な小児救急患者を２４時間体制で必ず受け入れるとともに、医療

従事者等に対する小児救急医療の臨床教育を行う小児救命救急センター＊に指定して

います。 

救命救急センターと小児救命救急センター等の連携を含めた小児三次救急医療体

制のさらなる充実を図る必要があります。 

 加えて、常に小児三次救急医療体制が受け入れ可能な状態を維持するため、病状が

安定した患者の二次及び初期医療機関への転院搬送促進が求められています。 

 

［千葉県小児医療協議会の開催］ 

 千葉県小児医療協議会＊を令和５年４月に設置し、小児医療体制の整備、研修及び

啓発に関すること等を協議しています。 

 

［小児医療に関する普及啓発］ 

小児救急においては、即座に医師の診療が必要ない病気でも受診する保護者の増加

などにより、特に夜間の病院勤務医への負担が増大している状況を緩和するため、保

護者に対し小児の急病時の対応などの啓発を積極的に実施しているところですが、さ

らなる強化の必要があります。 

 

［災害時における小児医療体制］ 

これまでの災害を踏まえた研究や検討から、小児・周産期医療と災害医療との連携

の必要性が指摘されており、大規模災害に備えて、災害時においても小児医療体制を

維持できるよう、緊急時の入院調整機能等を担う関係機関のネットワーク化などにつ

いて平時から整備していく必要があります。 

 

 

２ 循環型地域医療連携システムの構築 
子どもの医療に携わる各医療機関が効率的に連携することにより、子どもに対する

医療を効果的に提供することを目的とした「小児医療の循環型地域医療連携システム」

を構築します。 

お子さんの具合が急に悪くなった場合、相談できる相手がいない場合には、「小児

救急電話相談＊」を利用することにより、医療機関に受診したほうが良いのかどうか

助言を受けることができ、その助言に応じて「かかりつけ医」や「小児初期救急医療

機関」に時間帯を問わず安心して受診することができるよう、身近な受療体制の整備

を図ります。 

手術や入院が必要な中等症の場合は、二次医療圏で中核的な小児医療を実施する

「地域小児科センター＊」が診療に当たるとともに、さらに重篤な症状の場合には三

次医療圏において中核的な小児医療を実施する「全県（複数圏域）対応型小児医療連

携拠点病院＊（小児中核病院＊）」において高度小児科専門医療を受けられるよう、小

児医療におけるそれぞれの役割分担を明確化するとともに、初期、二次及び三次の小

児救急医療体制における円滑な受入体制の整備を図ります。 

小児科専門医療機関と一般病院の小児科、地域のかかりつけ診療所及び外因系疾患

に対応可能な医療機関等が、それぞれの機能に応じた役割分担に基づき、連携を強化

することにより、効果的な小児医療体制の整備を進めます。 
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３ 施策の具体的展開 

〔小児医療に関する普及啓発〕 

○ 核家族化の進行により、子どもの急病時の対応方法を世代間で伝承する機会が

減少していることから、保護者向け講習会の実施、ガイドブックの配布及び日本小

児科学会が運営する「オンラインこどもの救急」等のウェブサイトの啓発などを通

じて、子どもの急病や事故時の対応に関する知識について普及啓発を図ります。 

○ ちば救急医療ネットにより、県民に対して休日夜間診療所や小児救急電話相談＊

等の小児救急に関する情報を発信していきます。 

〔小児救急電話相談事業の充実・強化〕 

○ 保護者等の不安の解消や救急医療機関への患者集中の緩和を図るため、夜間に小

児患者の保護者等からの電話相談に対し、看護師や小児科医が適切な助言を与える

小児救急電話相談＊事業の周知に努めるとともに、相談時間の更なる延長について、

県民や関係機関のニーズを踏まえつつ検討を進めていきます。 

〔小児初期救急医療体制の整備・充実〕 

○ 小児科医等が夜間・休日に、小児初期救急患者を受け入れる小児初期救急センタ

ー＊を整備することによって運営を円滑にし、軽症外傷等への対応や深夜帯の診療

体制強化を含めた小児初期救急医療体制の充実を図ります。 

〔小児二次救急医療体制の整備・充実〕 

○ 小児科医が夜間・休日に複数医療圏の小児二次救急患者を受け入れる小児救急医

療拠点＊病院や、小児科医を置く病院がグループをつくり夜間・休日に輪番で小児

二次救急患者を受け入れる体制を、地域の医療環境に応じて整備することによって、

県内全ての地域において、初期救急から二次救急医療施設への円滑な受け入れ体制

を整えます。 

〔小児三次救急医療体制の整備・充実〕 

○ 重篤な小児患者の救命率向上を図るため、小児三次救急医療圏の中核を担う医療

機関のＰＩＣＵ＊（小児集中治療室）の整備及び小児救急患者を３６５日２４時間

受け入れることのできる小児救命救急センター＊に対する助成等を実施するととも

に、新たな小児救命救急センター＊の指定の検討を行い、小児救急医療体制の充実

を図ります。 

○ 小児三次救急医療体制が受け入れ可能な状態を維持するため、病状が安定した患

者の二次及び初期医療機関への転院搬送促進について検討を進めていきます。 

〔災害時における小児医療体制〕 

○ 災害時小児周産期リエゾン等の災害医療本部への配置や平時からの入院調整機

能等を担う関係機関のネットワーク化等、災害時の医療体制について強化を図りま

す。 
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４ 施策の数値目標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

指  標  名 現状 目標 

小児救急電話相談＊件数 
４８，４３０件 

（令和４年度） 

６０，０００件 

（令和１１年度） 

医療施設従事医師数（小児科）

（１５歳未満人口１０万対） 

９５．４人 

（令和２年度） 

増加 

（令和８年度） 

小児初期救急センター＊の数 
３４か所 

（令和４年度） 

３６か所 

（令和１１年度） 

二次以上の小児救急患者に対応

できる医療機関数 

３３か所 

（令和４年度） 

３４か所 

（令和１１年度） 

三次以上の小児救急患者に対応

できる医療機関数 

１５か所 

（令和４年度） 

１６か所 

（令和１１年度） 

PICU＊の病床数 
２５床 

（令和４年度） 

２７床 

（令和１１年度） 

災害時小児周産期リエゾン任命

者数 

１２人 

（令和４年度） 

４７人 

（令和１１年度） 

 

〔過程（プロセス）〕 

指  標  名 現状 目標 

救急搬送件数（小児患者） 
２，６１２件 

（令和３年度） 

減少 

（令和１１年度） 

搬送困難事例（受入交渉回数 5

回以上または現場滞在時間３０

分以上） 

１９５件 

（令和３年度） 

減少 

（令和１１年度） 

 

〔成果（アウトカム）〕 

指  標  名 現状 目標 

乳児死亡率＊（出生千対） 
２．１人 

（令和３年） 

１．７人 

（令和１１年） 

乳幼児（５歳未満）死亡率＊

（出生千対） 

０．５人 

（令和３年） 

０．４４人 

（令和１１年） 

小児（１５歳未満）の死亡率

（出生千対） 

０．１９人 

（令和３年） 

０．１６人 

（令和１１年） 
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図表 5-1-2-10-3  千葉県内の小児医療体制（二次救急） 
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図表 5-1-2-10-4 千葉県内の小児医療体制（三次救急） 

 

 

-223-


	01-1 医療計画試案（本冊）.pdf
	全体（ページあり）.pdf
	第５章全体（ページあり）.pdf
	5-1-2（8）新興感染症ver2.pdf




